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2 0 2 2 年 も 世 界 中 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス と 戦 い つ つ 、 共 存 を 探 り

な が ら 徐 々 に パ ン デ ミ ッ ク 前 の 生 活 を 取 り 戻 し 始 め ま し た 。

2 0 2 3 の 新 年 を 迎 え る に あ た り 日 頃 よ り 弊 社 へ の ご 支 持 と ご 高 配
に 心 よ り 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。 幸 多 き 一 年 に な り ま す よ う に 、 皆 様
の ご 健 勝 と ま す ま す の ご 発 展 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す 。

中国の祝日-2023年
一 【元旦】2022年12月31日（土）～2023年1月2日（月）
二 【春節】１月21日（土）～27日（金） ※1月28日（土）、1月29日（日）は振替出勤日
三 【清明節】4月5日（水）
四 【労働節】4月29日（土）～5月3日（水） ※4月23日（日）、5月6日（土）は振替出勤日
五 【端午節】6月22日（木）～24日（土）※6月25日（日）は振替出勤日
六 【中秋節】【国慶節】9月29日（金）～10月6日（金） ※10月7日（土）、10月8日（日）は

振替出勤日

北京パナウェル特許事務所
2022年12月
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専 利 審 査 指 南 改 正 草 案 の 3
回 目 意 見 募 集 稿

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 20 20 年 1 1 月 1 0 日 、

2 021 年 8 月 3 日 に 公 布 さ れ た 『 専 利 審 査 指 南

改 正 草 案 』 及 び 過 去 二 回 に 亘 っ て 公 衆 よ り 寄

場 合 に は 、 援 用 ・ 付 加 に 適 用 せ ず 、 出 願 人 が

援 用 ・ 付 加 の 関 連 期 限 に 遅 れ た 場 合 に は 、 現

行 の 細 則 の 第 6 条 第 2 項 に 基 づ い て 回 復 を 請

求することはできないことが明確化される。

3 . 優 先 権 主 張 の 追 加 又 は 訂 正 の 改 正 に つ い

てせられた意見をまとめ、さらに専利法及びその

実 施 細 則 （ 以 下 、 「 細 則 」 と 略 す ） の 規 定 に 対

応 し た 改 正 案 を 起 草 し 、 20 22 年 10 月 3 1 日 に

意見募集稿を再公布した。

当 該 草 案 に お け る 出 願 人 又 は 専 利 権 者 と 密

に関連する改正を次のようにまとめている。

て

細 則 改 正草 案 に 合 わ せ て 、 優 先権 主 張 の 追

加 又 は 訂 正 制 度 に つ い て 改 正 す る も の で あ る 。

第 1 に 、 優 先 権 主 張 の 追 加 又 は 訂 正 を 請 求 す

る 時 期 、 提 出 す べ き 書 類 な ど が 規 定 さ れ る 。

第 2 に 、 優 先 権 主 張 の 回 復 に 該 当 す る 場 合 に

は 細則改正草案における当該優 先権主張の
初 歩 審査部分（第一部分）

1 .公開準備に関する請求の取り扱いについて

出 願 書 類 の 印 刷 準 備 作 業 を 完 了 す る 時 期 は 、

一 般 的 に 専 利 法 の 第 34 条 に 規 定 さ れ て い る

18ヶ月の前1ヶ月と明確化される。

は、細則改正草案における当該優 先権主張の

追 加 又 は 訂 正 の 規 定 に 適 用 せ ず 、 出 願 人 が

細 則 改 正 草 案 に お け る 当 該 優 先 権 主 張 の 追

加 又 は 訂 正 に 関 す る 期 限 に 遅 れ た 場 合 に は 、

現 行 の 細 則 の 第 6 条 第 2 項 に 基 づ い て 回 復 を

請求することはできないことが明確化される。

4 優先権主張の回復の改正について
2 . 先 願 の 出 願 書 類 を 援 用 す る 方 式 に よ る 出 願

書類の補充提出の改正について

細 則 改 正 草 案 に 合 わ せ て 、 先 願 の 出 願 書 類

を援用 する方 式による出願 書類の補充 提出制

度 （ 以 下 、 「 援 用 ・ 付 加 」 と 略 称 ） に つ い て 改 正

す る も の で あ る 。 第 1 に 、 「 取 落 し た 請 求 の 範

4 .優先権主張の回復の改正について

細 則 改 正草 案 に 合 わ せ て 、 優 先権 主 張 の 回

復 制 度 に つ い て 改 正 す る も の で あ る 。 第 1 に 、

「 6 . 2 . 6 . 2 専 利 法 実 施 細 則 第 36 条 に 基 づ く 回

復 」 の 節 が 新 設 さ れ 、 優 先 権 の 回 復 の 手 続 き

の 取 り 扱 い 及 び 審 査 規 則 が 明 確 化 さ れ る 。 第

2 に 優 先 権 主 張 の 追 加 又 は 訂 正 に 該 当 す る
囲 又 は 明 細 書 を 先 願 の 出 願 書 類 を 援 用 す る

方 式 に よ り 補 充 提 出 す る 」 及 び 「 誤 っ て 提 出 さ

れ た 請 求 の 範 囲 、 明 細 書 、 又 は 欠 落 し た 若 し

く は 誤 っ て 提 出 さ れ た 請 求 の 範 囲 、 明 細 書 の

一 部 の 内 容 を 先 願 の 出 願 書 類 を 引 用 す る 方

式により補充提出する」という二種類の場合に

つ い て そ れ ぞ れ 援 用 ・ 付 加 の 提 出 時 期 援

2 に 、 優 先 権 主 張 の 追 加 又 は 訂 正 に 該 当 す る

場 合 に は 、 優 先 権 主 張 の 回 復 の 規 定 に 適 用

せ ず 、 出 願 人 が 「 優 先 権 主 張 の 回 復 」 に 関 す

る 期 限 （ 第 5 . 2 . 5 . 1 節 に お け る 国 際 出 願 に つ い

て 国 内 段 階 に 移 行 し て 優 先 権 を 回 復 す る 場 合

を 含 む ） に 遅 れ た 場 合 に は 、 細 則 第 6 条 第 1 項 、

第 2 項に 基づ い て 回 復を請 求 す るこ と はで きな
つ い て 、 そ れ ぞ れ 援 用 ・ 付 加 の 提 出 時 期 、 援

用 ・ 付 加 声 明 、 補 充 提 出 書 類 な ど の 審 査 が 規

定 さ れ る 。 第 2 に 、 優 先 権 主 張 の 回 復 、 優 先 権

主張の追加又は訂正、分割出願に該当する

いことが明確化される。

5 .発明者の変更について

4

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌



2 0 2 2 年 1 2 月 | 季 刊業界 観察

発 明者の変 更手続 き をより よく規範 化 するた

め に 、 第 6 . 7 . 2 . 3 節 で 発 明 者 の 記 入 漏 れ 又 は

誤記に対し変更請求を提出する時期が明確化

される。

6 .信義誠実の原則に関する審査について

に 分 割 可 能 な 独 立 し た 領 域 」 が 「 相 対 的 に 独

立した領域」に直される。

10 .同一製品の2つ以上の類似意匠について

同 一 製 品 の 全 体 意 匠 と そ の 何 ら か の 部 分 意

匠 と は 、 1 件 の 出 願 と し て 提 出 す る こ と が で き

第 6 . 7 . 5 節 の 信 義 誠 実 の 原 則 に 関 す る 規 定

が 新 設 さ れ 、 法 的 手 続 き の 取 扱 い の 段 階 で 信

義誠実の原則に反する場合が規制される。

7 . 実 用 新 案 に つ い て 援 用 ・ 付 加 に よ り 出 願 書

類を補充提出する場合の審査基準について

第 1 に 実 用 新 案 出 願 に つ い て 先 願 の 出 願

ないことが明確化される。

実 体 審査部分（第二部分）

11 .遺伝資源の定義について

細 則 改 正 草 案 に 合 わ せ て 、 遺 伝 資 源 の 定 義

に つ い て 改 正 す る も の で あ り 、 遺 伝 資 源 に 遺

伝 資 源 素 材 と れ ら 素 材 を 利 生 じ た
第 1 に 、 実 用 新 案 出 願 に つ い て 先 願 の 出 願

書 類 を 援 用 す る 方 式 に よ り 出 願 書 類 を 補 充 提

出 す る 場 合 の 審 査 適 用 基 準 が 明 確 化 さ れ る 。

第 2 に 、 先 願 の 出 願 書 類 を 援 用 す る 方 式 に よ

り 明 細 書 の 図 面 を 補 充 提 出 す る 場 合 の 適 用

基準が明確化される。

8 .出願が専利法第5 条第1 項の法律に違反し、

伝 資 源 素 材 と こ れ ら の 素 材 を 利 用 し て 生 じ た

情 報 と が 含 ま れ る こ と が 明 確 化 さ れ 、 関 連 の

審査例が示される。

1 2 . 疾 病 の 診 断 及 び 治 療 方 法 に 関 す る 改 正 に

ついて

コ ン ピ ュ ー タ な ど 、 情 報 処 理 能 力 を 有 す る 装8 .出願が専利法第5 条第1 項の法律に違反し、

公共利益を害するものに関する審査について

2020年 の意 見募集 稿を基にして、第1に、 第

6 . 1 . 1 節に 「 中 国 の 国 旗、 国 章 の 内容 を含む 意

匠 」 の よ う な 明 ら か に 法 律 に 違 反 す る 状 況 が

追 加 さ れ る 。 そ れ に 合 わ せ て 、 第 6 . 1 . 3 節 第 4

段 落が削 除され る。第2 に、第 6 . 1 . 3 節に「 政 党

置 に よ り 実 施 さ れ る 診 断 に 関 す る 情 報 処 理 方

法 に つ い て 、 前 記 方 法 に よ り 得 ら れ た 結 果 が

「 中 間 結 果 」 で あ る か 否 か を 判 断 す る に は 主

観 性 が 大 き い の で 、 全 て の ス テ ッ プ が コ ン

ピ ュ ー タ な ど の 装 置 に よ り 実 施 さ れ る 情 報 処

理 方 法 は 、 そ の 直 接 の 目 的 が 診 断 結 果 又 は

健 康 状 況 を 得 る こ と でな く 診 断 方 法 に 該 当 し
段 落が削 除され る。第 に、第 節に 政 党

の 象 徴 及 び 標 章 」 に 関 す る 内 容 が 追 加 さ れ る 。

第 二 部 分 第 一 章 第 3 . 1 . 3 節 も 同 様 に 相 応 の 調

整がされる。

9 .意匠専利権を付与しない状況について

2021年 の意 見募集 稿を基にして、第1に、 誤

解 を 避 け る た め に 特 定 の 構 成 要 素 が 保 護 客

健 康 状 況 を 得 る こ と でな く 、 診 断 方 法 に 該 当 し

ないことが明確化される。

国 内 段 階 に 移 行 し た 国 際 出 願 の 審 査 に つ い

て （ 第 三部分）

1 3 . 審 査 の 依 拠 と す る 書 類 に 関 す る 改 正 に つ

いて
解 を 避 け る た め に 、 特 定 の 構 成 要 素 が 保 護 客

体 に 該 当 す る か 否 か に 関 す る 元 第 （ 4 ） 号 の 表

現が回復され、第2に、第（ 10）号の「相対的

細 則 改 正 草 案 に 合 わ せ て 、 援 用 ・ 付 加 制 度

に つ い て 改 正 す る も の で あ る 。 出 願 人 が 中 国

に対する出願日を補正することにより、援用・
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付 加 の 項 目 や 部 分 を 保 留 す る こ と は 許 容 し な

い と い う 表 現 が 削 除 さ れ る 。 初 歩 審 査 の 段 階

で 援 用 ・ 付 加 の 項 目 や 部 分 が 既 に 受 け 入 れ ら

れ て 、 元 の 国 際 出 願 日 が 保 留 さ れ て い る も の

に つ い て は 、 実 体 審 査 の 過 程 に お い て 援 用 ・

付 加 の 項 目 や 部 分 を 確 認 す べ き で あ り 、 審 査

17 .無効手続きの中止について

20 21 年 の 意 見 募 集 稿 を 基 に し て 、 権 利 帰 属

をめぐる 紛争 の 当 事者が 無 効 宣告の 手 続 き に

お い て 意 見 を 提 出 す る こ と が で き る 旨 の 規 定

（ 第 四 部 分 第 三 章 第 3 .7 節 ） と 、 そ の 者 に 審 査

状 態 通 知 書 を 発 送 す る 旨 の 規 定 （ 第 四 部 分 第
の 結 果 が 規 定 に 合 致 し な い 場 合 は 、 審 査 官 は

国 際 出 願 の 中 国 に 対 す る 出 願 日 を 改 め て 確

定しなければならない。

復 審 と 無効請求の審査（第四部分）

14 .審査決定の公開について

当 事 者 及 び 社 会 公 衆 の 便 宜 の た め 復 審 と

状 態 通 知 書 を 発 送 す る 旨 の 規 定 （ 第 四 部 分 第

三章第3 . 8節）と、が追加される。

1 8 . 無 効 手 続 き に お け る 職 権 に 基 づ い た 審 査

について

第 4 .1 節 第 1 段 落 に 「 必 要 な 際 、 専 利 権 に 専

利 法 及 び そ の 実 施 細 則 の 関 連 規 定 に 明 ら か

に 違 反 す る そ の 他 の 事 由 が あ る こ と に つ い て当 事 者 及 び 社 会 公 衆 の 便 宜 の た め 、 復 審 と

無 効 請 求 の 審 査 決 定 は 、 発 送 後 、速 や か に国

家 知 識 産 権 局 の ウ ェ ブ サ イ ト で 公 開 す る と す

る。

15 .当事者処置の原則が適用される状況

無 効 宣 告 の 手 続 き に お い て 、 専 利 権 者 が 出

に 違 反 す る そ の 他 の 事 由 が あ る こ と に つ い て

審査することができる」が追加される。

1 9 . 無 効 手 続 き に お け る 専 利 書 類 の 訂 正 の 原

則について

無 効 宣 告 請 求 に お け る 専 利 書 類 の 改 正 は 、

無 効 宣 告 理 由 又 は 合 議 体 が 指 摘 し た 不 備 に

願 日 か ら の 専 利 権 を 放 棄 す る 旨 を 明 示 し た 場

合 は 、 社 会 公 共 利 益 及 び 他 人 の 適 法 な 権 利

利 益 に 反 し な い と き に 、 専 利 権 者 が 自 分 の 専

利権を処置して一部又は全部の請求項を放棄

することは 許容されるべきである。無効宣告審

査決定により権利の処分行為を確認する。

つ い て の も の で な け れ ば な ら な い 旨 が 明 確 化

される。

20 .国際意匠出願に関する送達について

ハ ー グ 協 定 へ の 加 入 後 、 無 効 宣 告 の 手 続 き

に お い て 国 外 の 主 体 へ の 受 理 通 知 の 送 達 と

い う 問 題 が 生 じ る た め 、 通 常 の 専 利 と は 異 な
16 .無効宣告請求の客体について

同 一 専 利権 に 対 して 全 部 又 は 一部 の 無 効 審

査 決 定 が 既 に 下 さ れ た 場 合 、 当 該 無 効 宣 告 さ

れ た 専 利 権 に 対 し て 後 に 提 出 さ れ た 無 効 宣 告

請求については、このとき、無効宣告が請求さ

れ て い る 専 利 権 が 既 に 存 在 し な い た め 、 受 理

い う 問 題 が 生 じ る た め 、 通 常 の 専 利 と は 異 な

る よ り 多 様 で 実 行 可 能 な 送 達 方 法 を 規 定 す る

必要がある。

21 .医薬品専利紛争の早期解決体制について

医 薬 品 専利 紛 争 の 早期 解 決 体 制を 実践さ せ

る た め 、 今 回 の 改 正 で は 、 審 査 指 南 の 第 四 部

分 第 三 章 に 第 9 節 の 「 医 薬 品 専 利 紛 争 の 早 期し な い と す る べ き で あ る 。 先 に 下 さ れ た 全 部 又

は 一 部 の 無 効 審 査 決 定 が 人 民 法 院 の 発 効 判

決 に よ り 取 り 消 さ れ た 場 合 、 こ の 後 の 無 効 宣

告請求は、改めて提出することができる。

分 第 三 章 に 第 9 節 の 「 医 薬 品 専 利 紛 争 の 早 期

解 決 体 制 に 係 る 無 効 案 件 の 審 査 に つ い て の

特 殊 な 規 定 」 が 追 加 さ れ 、 前 文 、 請 求 書 及 び

証明書類、審査順序、審査基礎、審査状態及

6
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び結審の通知を含める予定である。

22 .口頭審理の通知及び記録について

審 理 の 実 務 の 発 展 、 新 し い 技 術 的 手 段 の 活

用 に 即 し て 、 関 連 司 法 解 釈 を 参 考 に し 、 通 知

及 び 記 録 の 方 法 手 段 に つ い て 適 宜 調 整 を し

る際 に援用・ 付 加 声明を提 出し 、か つ、 初に

専 利 出 願 を す る 際 に 優 先 権 を 主 張 し て い た と

きに、専利局が出願人に取落書類補充提出通

知 書 を 発 送 し 、 出 願 人 が 期 限 内 に 確 認 済 み の

援 用 ・ 付 加 声 明 を 提 出 し 、 受 理 の 要 件 に 合 致

す る 際 専 利 局 は 受 理 通 知 書 を 発 送 す る が及 び 記 録 の 方 法 手 段 に つ い て 適 宜 調 整 を し 、

当 事 者 の 基 本 的 な 手 続 き 上 の 権 利 に 支 障 が

及ばないこととする。

23 .口頭審理の進行について

審 理 事 実 が 明 ら か で 、 争 点 が 明 確 で 簡 単 な

無 効 宣 告 案 件 に つ い て は 、 口 頭 審 理 の 手 続 き

を 適 化 し 頭 審 理 前 に 十 分 な 合 議 を

す る 際 、 専 利 局 は 、 受 理 通 知 書 を 発 送 す る が 、

そ う で な い 場 合 は 、 不 受 理 通 知 書 を 発 送 す る

こ と と し た 。 当 該 出 願 は 、 受 理 さ れ た 後 、 通 常

の 審 査 手 続 き に 移 行 す る が 、 補 充 し て 提 出 さ

れ た 書 類 が 援 用 ・ 付 加 の 規 定 に 合 致 す る か 否

か に つ い て は 、 そ の 後 の 手 続 き に お い て 審 査

して確認することとする。
を 適 化 し て 、 口 頭 審 理 の 前 に 十 分 な 合 議 を

行 い 、 合 議体 で 一致 して 同意 す る こ とで 、 主審

官 が 合 議 体 を 代 表 し て 出 席 し 、 口 頭 審 理 を 司

会することができることとする。

専 利 出願及び事務処理につい て （第五部分）

24 .専利出願手続きの形式について

確認す す 。

2 6 . 外 国 へ の 専 利 出 願 に 関 す る 秘 密 保 持 審 査

の期間について

細 則 改 正 草 案 の 秘 密 保 持 審 査 制 度 に 関 す

る 改 正 に 合 わ せ て 、 第 五 部 分 第 五 章 第 6 . 1 . 2

節 の 秘 密 保 持 審 査 の 期 間 に つ い て 改 正 が さ

れる

電 子 フ ァ イ ル 形 式 の 書 類 の 効 力 に つ い て 、 書

面 形 式 で 提 出 さ れ た 専 利 出 願 書 類 及 び そ の

他 の 書 類 に 対 し て 、 国 家 知 識 産 権 局 に よ り 電

子 フ ァ イ ル 形 式 の 書 類 に 変 換 さ れ て 電 子 シ ス

テ ム の デ ー タ ベ ー ス に 記 録 さ れ る も の は 、 元

の 書 面 形 式 の 書 類 と 同 等 の 効 力 を 有 す る 旨

れる。

27 .送達日の特定について

電 子 的 形 式 に よ り 送 達 さ れ る 通 知 及 び 決 定

に つ い て は 、 当 事 者 が 認 め る 電 子 シ ス テ ム に

入 っ た 日 を 送 達 日 と す る 旨 が 規 定 さ れ る 。 当

事 者 が 認 め る 電 子 シ ス テ ム に 入 っ た 日 と 、 通

が 明 確 化 さ れ る 。 ま た 、 復 審 手 続 き に お い て

書 面 形 式 出 願 と 電 子 フ ァ イ ル 形 式 出 願 の 変 換

が明確化される。

2 5 . 先 願 の 出 願 を 援 用 す る こ と に よ り 補 充 し て

提出される書類の受理手続きについて

先 願 を 援 用 す る こ と に よ り 補 充 し て 提 出 さ れ

知 書 及 び 決 定 の 発 行 日 と が 一 致 し な い 場 合 、

出 願 人 が 証 拠 を 提 供 で き る 場 合 を 除 き 、 当 該

通 知 書 及 び 決 定 の 発 行 日 を 送 達 日 と 推 定 し 、

即ち15日間の推定送達日が撤廃される。

28 .国際意匠出願の応答期間について

国 際 意 匠 出 願 の 出 願 人 が 拒 絶 通 知 に 応 答先 願 を 援 用 す る こ と に よ り 補 充 し て 提 出 さ れ

る 書 類 の 受 理 手 続 き を 追 加 し 、 先 願 を 援 用 す

る 方 式 に よ り 書 類 を 補 充 し て 提 出 す る 場 合 に

ついては、出願人が 初に専利出願を提出す
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する期間が4ヶ月と明確化される。

29 .期限の計算について

細則改正草案の期限の計算に関する改正に
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基 づ き 、 期 限 の 起 算 日 に つ い て の 表 現 が 明 確

化 さ れ 、 即 ち 、 期 限 の 初 日 目 は 期 限 内 に 算 入

せず、次の日から計算し始めることとする。

30 .中止の審査及び処理について

権 利 帰 属 を め ぐ る 紛 争 の 当 事 者 が 提 出 し た

「 専 利 法 第 42 条 第 3 項 に 基 づ く 専 利 権 期 間

補 償 」 が 追加 さ れ る 。「 補 償 の 要 件」 、 「 請 求 の

提 出 」 、 「 証 明 資 料 」 、 「 適 用 範 囲 」 、 「 保 護 の

範 囲 に 入 る か 否 か の 審 査 」 、 「 補 償 期 間 の 決

定 」 、 「 医 薬 品 の 専 利 権 期 間 補 償 の 請 求 に つ

い て の 審 査 「 登 録 及 び 公 告 な ど の 数 点 か権 利 帰 属 を め ぐ る 紛 争 の 当 事 者 が 提 出 し た

中 止 請 求 に つ い て 、 専 利 局 は 、 案 件 の 審 理 進

捗 、 案 件 の 証 拠 状 況 に 応 じ て 、 公 共 利 益 へ の

配 慮 を 反 映 し 、 信 義 誠 実 を 強 調 し て 、 虚 偽 訴

訟を厳格に取り締まる原則と考え方に立って、

中 止 す る か 否 か を 決 定 す る こ と が で き る 。 中

止 手 続 き が 終 了 し た 後 、 関 連 専 利 権 が 既 に 全

い て の 審 査 」 、 「 登 録 及 び 公 告 」 な ど の 数 点 か

ら規定する。

3 4 . 専 利 権 の 終 了 に つ い て （ 第 五 部 分 第 九 章

第4 . 1節）

『 専 利 法 』 第 4 2 条 の 規 定 に 合 わ せ て 、 第 4 . 1

節 の 意 匠専利 権 の保 護期 間 が改 正さ れ、 即ち 、

部 無 効 に 宣 告 さ れ て い れ ば 、 こ の 際 、 権 利 帰

属 紛 争 の 双 方 当 事 者 に 中 止 手 続 き 終 了 通 知

書を発送することを要しない。

31 .遅延審査について

実用新案の遅延審査請求についての内容が

追 加 さ れ る 。 意 匠 出 願 の 遅 延 審 査 請 求 期 限 を

意 匠専利権の 保護期間は 15年間とされ、専 利

権 付 与 期 間 補 償 又 は 医 薬 品 の 専 利 権 期 間 補

償 が あ る 専 利 保 護 期 間 の 終 了 日 の 計 算 方 法

が例示される。

3 5 . 専 利 権 評 価 報 告 書 に つ い て （ 第 五 部 分 第

十章第1節、第2 . 1節、第2 . 2節、第2 . 3 節）
追 加 さ れ る 。 意 匠 出 願 の 遅 延 審 査 請 求 期 限 を

出 願 人 が 月 単 位 で 柔 軟 に 選 択 す る こ と が 認 め

ら れ 、 遅 延 期 限 の 長 は 、 提 出 し た 遅 延 審 査

請 求 の 発 効 日 よ り 3 6 ヶ 月 と さ れ る 。 遅 延 審 査

請 求 を 撤 回 す る 機 会 が 出 願 人 に 与 え ら れ 、 審

査手続きの さらなる改善が実現され、より柔軟

で便利な審査体制が当事者に提供される。

20 21 年 の 意 見 募 集 稿 を 基 に し て 、 専 利 権 評

価 報告書の作 成を請求する際、 被疑権 利侵害

者 が 提 出 す べ き 証 明 書 類 の 種 類 が 規 定 さ れ

る と と も に 、 専 利 権 者 か ら 発 送 さ れ た 弁 護 士

の 書 簡 、 電 子 商 取 引 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 苦 情

通 知 書 な ど を 受 け 取 っ た 団 体 又 は 個 人 も 被 疑

3 2 . 専 利 権 の 付 与 に 係 る 期 間 補 償 に つ い て

（第五部分第九章第2節）

「 専 利 法 第 42 条 第 2 項 に 基 づ く 専 利 権 の 付

与 期 間 補 償 」 が 追 加 さ れ る 。 「 請 求 の 提 出 」 、

「 補償期 間の 決定」 、「専 利権 付与期 間補償 の

請 求 に つ い て の 審 査 」 、 「 登 録 及 び 公 告 」 な ど

権 利 侵 害 者 に 該 当 す る と 規 定 さ れ 、 こ れ ら の

者 が 提 出 す べ き 証 明 書 類 の 種 類 が そ れ に 応

じて規定される。

3 6 . 専 利 の 開 放 許 諾 に つ い て （ 第 五 部 分 第 十

一章）

2 02 1 年 の 意 見 募 集 稿 を 基 に し て 、 第 1 に 、

の数点から規定する。

3 3 . 医 薬 品 の 専 利 権 期 限 補 償 に つ い て （ 第 五

部分第九章第3節）
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「 明 ら か に 不 合 理 な 使 用 許 諾 料 の 基 準 に つ い

て 、 専 利 局 は 、 関 連 証 明 書 類 の 提 出 を 当 事 者

に 求 め る 権 限 を 有 す る 」 が 削 除 さ れ る 。 第 2 に 、

専利権者が開放許諾を実施するときに自発的
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に 遵 守 す べ き 規 範 が 明 確 化 さ れ 、 既 に 開 放 許

諾 が 実 行 さ れ て い る 専 利 権 に つ い て 、 専 利 法

実 施 細 則 第 86 条 第 1 項 に 規 定 さ れ る 開 放 許 諾

が さ れ て は な ら な い 事 由 が あ る と き 、 専 利 権

者は、開放許諾声明を自発的に速やかに撤回

するとともに被許諾者に通知しなければならな

の新設（第六部分を新設）

国 際 意 匠 出 願 に つ い て の 第 六 部 分 を 新 設 し

て 、 そ の 下 に 二 章 を 設 け 、 第 一 章 を 国 際 意 匠

登 録 出 願 に つ い て の 事 務 処 理 と し 、 第 二 章 を

国際意匠出願についての審査とする。
するとともに被許諾者に通知しなければならな

い 旨 が 明 確化 され る。第 3 に、 開 放許 諾に あ た

っ て は 、 信 義 誠 実 の 原 則 に 従 わ な け れ ば な ら

な い こ と が 明 確 化 さ れ 、 専 利 の 開 放 許 諾 声 明

を す る 際 に は 、 開 放 許 諾 声 明 に 適 合 す る 要 件

に つ い て 誓 約 し な け れ ば な ら な い 旨 が 規 定 さ

れ る 。 第 4 に 、 専 利 権 者 は 、 使 用 許 諾 料 の 算

第 一 章 で は 、 国 際 意 匠 登 録 出 願 の 提 出 ル ー

ト が 明 確 化 さ れ 、 受 領 日 、 専 利 局 が 送 付 可 能

な 送 付 要 件 及 び 送 付 と 不 送 付 の 手 続 き 、 送 付

結 果 の 告 知 な ど の 点 に つ い て 規 定 さ れ 、 国 際

意 匠 出 願 に 付 与 す る 出 願 日 及 び 国 内 出 願 番

号 、 そ の 他 の 書 類 の 受 理 要 件 、 受 理 手 続 き 、。 第 、 専 利 権 者 、 使 用 許 諾 料 算

定 根 拠 及 び 方 法 に つ い て の 簡 単 な 説 明 を 併

せ て 提 出 し な け れ ば な ら ず 、 原 則 と し て 2000

字 を 超 え な い 旨 が 規 定 さ れ る 。 専 利 の 使 用 許

諾 料 は 、 こ の 簡 単 な 説 明 に 依 拠 し な け れ ば な

ら ず 、 固 定 料 金 基 準 で 支 払 う と き は 、 原 則 と し

て 200 0 万 元 よ り 高 く な い 旨 が 規 定 さ れ た 。

分 割 出 願 の 受 理 と 公 告 の 手 続 き 及 び 書 誌 的

事 項 の 変 更 、 権 利 の 回 復 に つ い て 規 定 さ れ 、

手数料については特別に規定される。

第 二 章 で は 、 国 際 意 匠 出 願 の 国 内 手 続 き に

お け る 審 査 範 囲 、 審 査 原 則 、 審 査 手 続 き 、 国

際 公 布 が さ れ た 書 類 の 効 力 並 び に 審 査 の 内

2 000 万 元 よ り 高 い と き は 、 専 利 権 者 は 、 専 利

法 第 50 条 に 規 定 さ れ る 開 放 許 諾 以 外 の 他 の

方 法 で 許 諾 す る こ と が で き る こ と と す る 。 歩 合

料 で 支 払 う と き は 、 純 売 上 高 の 歩 合 は 、 原 則

と し て 20 ％ よ り 高 く な い こ と と し 、 利 益 額 の 歩

合は、原則として40％より高くないこととする。

第 5 に 専 利 権 の 譲 渡 の 場 合 を 除 き 専 利 権

容 及 び 基 準 が 規 定 さ れ 、 ま た 、 分 割 出 願 の 提

出 時期、専利 代理へ の依 頼要件、優 先権書 類

の 副 本 の 提 出 及 び 関 連 審 査 、 新 規 性 喪 失 の

例 外 適 用 期 間 に つ い て の 証 明 資 料 の 提 出 及

び 審 査 上 の 要 求 な ど の 点 が さ ら に 規 定 さ れ る 。

国 際 意 匠 出 願 に つ い て 既 に 優 先 権 主 張 が さ

れ て い て 国 際 事 務 局 に 受 け 入 れ ら れ て い る第 5 に 、 専 利 権 の 譲 渡 の 場 合 を 除 き 、 専 利 権

者 に そ の 他 の 事 由 に よ り 変 更 が 生 じ 、 か つ 、

開 放 許 諾 の 実 行 を 継 続 す る と き は 、 元 の 開 放

許 諾 声 明 を 撤 回 し 、 改 め て 申 立 て を す る 関 連

手 続 き を 速 や か に し な け れ ば な ら ず 、 専 利 権

者 の 変 更 後 、 開 放 許 諾 を 実 行 し な い こ と と す

る と き は 、 元 の 開 放 許 諾 声 明 を 撤 回 す る 手 続

れ て い て 、 国 際 事 務 局 に 受 け 入 れ ら れ て い る

ときは、優先権主張料は徴収しない。

情 報 源 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

き を 速 や か に し な け れ ば な ら な い 旨 が 明 確 化

される。

37 . 国際意匠出願の改正内容及び改正説明

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌
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中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、
専 利 製 品 の 届 出 業 務 に 関
す る 通 知 を 発 表

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 『 知 的 財 産 権 強 国

建 設 要 綱 （ 20 21 ー 2 03 5 年 ） 』 及 び 『 「 第 1 4 次 5

人 民 法 院 の 独 占 禁 止 と 不 正 競 争 防 止 典 型 案

例をそれぞれ10件発表した。以下、この2種類

の典型案例に対する簡単な概要説明を示す。

今 年 に 発 表 さ れ た 1 0 件 の 独 占 禁 止 典 型 案

例は主に以下の4つの特徴を表す。

か 年 計 画 」 国 家 知 識 産 権 保 護 と 運 用 計 画 』 に

お け る 、 専 利 集 約 型 産 業 の 育 成 、 専 利 集 約 型

製品認定の探索と展開に関する業務計画を実

践 さ せ 、 製 品 側 、 産 業 側 で の 専 利 の 実 用 化 と

効 力 を 推 進 し 、 経 済 の 質 の 高 い 発 展 を 促 進 す

る た め 、 近 、 専 利 製 品 の 届 出 業 務 の 関 連 事

項 に 関 す る 通 知 を 発 表 し た 専 利 製 品 の 届 出

1 . 独 占 行 為 を 厳 正 に 制 裁 し 、 独 占 行 為 の リ ス

クの解消及び低減に努める。

2 . 権 利 行 使 行 為 を 規 範 化 し 、 知 的 財 産 権 濫 用

に 対 す る 独 占 禁 止 司 法 審 査 規 則 を 明 確 化 す

る。

民生 ホ ト ポ ト に カ し 公衆が項 に 関 す る 通 知 を 発 表 し た 。 専 利 製 品 の 届 出

は、 専利集約 型産業の発展を促進する基 礎的

な 業 務 で あ り 、 専 利 製 品 の 届 出 業 務 と 専 利 実

用 化 計 画 を 推 進 す る も の で あ り 、 中 国 国 家 専

利 集 約 型 製 品 届 出 認 定 モ デ ル プ ラ ッ ト フ ォ ー

ム を 介 し 専 利 製 品 の 届 出 申 請 が 提 出 さ れ 、 試

験 点 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム に て 専 利 製 品 の 届 出 の

3 .民生のホットスポット にフォーカスし、公衆が

公 平 競 争 か ら 実 益 を 得 る こ と を 確 実 に 保 障 す

る。

4 . 独 占 禁 止 に 関 す る 法 律 の 執 行 を 法 に よ っ て

サ ポ ー ト し 監 督 し 、 行 政 法 執 行 基 準 と 司 法 基

準との統合を促進する。

デ ー タ に 基 づ き 、 分 野 に 応 じ て 統 一 的 な 専 利

集 約 型 製 品評 価 指 標 基準 値を 決 定し 、専 利 集

約 型 製 品 を 適 時 に 認 定 す る 。 ま た 、 通 知 に は 、

届 出主体 の要 件、届出製 品の条 件、届 出の 流

れ 及 び 他 の 説 明 事 項 が さ ら に 公 布 さ れ て い る 。

情 報 源 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

今 年 に 発 表 さ れ た 1 0 件 の 不 正 競 争 防 止 典

型案例は主に以下の3つの特徴を表す。

1 . 司 法 の 保 護 力 を 大 き く し 、 市 場 に お け る 公

平な競争を維持する。

2 . 社 会 的 注 目 に 反 応 し 、 消 費 者 の 正 当 な 権 利

と利益を守る。

高 人 民 法 院 は 「 人 民 法 院
の 独 占 禁 止 と 不 正 競 争 防
止 典 型 案 例 」 を 発 表

典 型 案 例 の 模 範 的 及 び リ ー ド 的 役 割 を 十 分

と利益を守る。

3 . 商 業 秘 密 の 法 的 保 護 を 強 化 し 、 法 律 適 用 基

準を統一する。

情 報 源 ： 高 人 民 法 院

国 家 知 識 産 権 局 に よ る 『 専に 発 揮 さ せ 、 独 占 禁 止 と 不 正 競 争 防 止 に 関 す

る 司 法 を 強 化 す る た め 、 高 人 民 法 院 は 、 去

年 に 発 表 し た 1 0 件 の 人 民 法 院 の 独 占 禁 止 と

不正競争防止典型案例に基づき、今年に再び

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌
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国 務 院 が 発 行 し た 『 「 第 14 次 5 か 年 計 画 」 国

家 知 識 産 権保 護 と運 用計 画 』 に おけ る 、 「 完全

な専利開放許諾制度及び実行体制 の確立」の

戦 略 を 徹 底 的 に 実 践 し 、 専 利 開 放 許 諾 制 度 の

安 定 的 な 実 行 、 高 効 率 の 運 営 を 推 進 し 、 専 利

権 者 の 専 利 開 放 許 諾 使 用 料 に 関 す る 科 学 的権 者 の 専 利 開 放 許 諾 使 用 料 に 関 す る 科 学 的 、

公 正 的 、 合 理 的 見 積 も り を 案 内 し 、 市 場 価 格

の 設 定 及 び 許 諾 契 約 を促 進 す る た め 、 国 家 知

識 産 権 局 は 『 専 利 開 放 許 諾 使 用 料 見 積 も り 案

内（試行）』を発行した。

情 報 源 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

『 植 物 新 品 種 保 護 条 例 』 に
関 す る 意 見 公 募

『 中 華 人 民 共 和 国 植 物 新 品 種 保 護 条 例 』 は 、

1 99 7 年 よ り 発 布 ・ 施 行 さ れ て か ら 、 初 め 全 面

的 な 改 正とな り 、 一 般か ら意 見を募 集 して い る 。的 な 改 正とな り 、 般か ら意 見を募 集 して い る 。

今 回 の 改 正 は 新 改 正 さ れ た 種 苗 法 の 関 連

要 件 を 実 践 さ せ る た め の も の で あ り 、 中 国 の

種苗 産業の知的財産権の保護力をさらに拡大

し 、種 苗 業の オ リ ジ ナ ル 革 新を刺激 す る こ とに

役立つ。

今 回 の 改 正 は 主 に 、 実 質 的 な 派 生 品 種今 回 改 は 主 、 実 質 的 な 派 品 種

（ E DV ） 制度の 実 施ス テッ プ 及 び 方 法 に関 す る

規 定 、保 護範 囲 及 び 保護 段 階 の拡大 、 保護 期

間 の 延 長 、 権 利 侵 害 ・ 詐 称 案 件 に 関 す る 処 理

措 置の完 備、権 利回復の 要件の 明確 化、信 義

則 違 反 行 為 へ の 処 罰 に 関 す る 規 定 の 追 加 、

植 物 新 品 種 保 護 の た め の 専 門 家 チ ー ム の 編

成という7つの点の内容を含む。

情 報 源 ： 農 業 農 村 部

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌
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『 特 許 審 査 指 南 改 正 草 案
（ 再 意 見 募 集 稿 ） 』 に お け る
意 匠 の 国 際 出 願 の 事 務 処
理 及 び 審 査 に 関 す る 規 定

弁 護 士 ・ 弁 理 士 許 峰

接 提出することができる。

2 . 出 願 人 が 中 国 に 常 居 所 又 は 営 業 所 を 有 す

る 場 合 、 特 許 庁 を 通 じ て 国 際 事 務 局 に 意 匠 の

国 際 登 録 出 願 を 提 出 す る こ と が で き る 。 特 許

庁 を 通 じ て 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 を 提 出 す る 場

合 国際 手続 に お け る後 続 の その他 の 書類 は

国 家 知 識 産 権 局 は 202 2 年 10 月 31 日 に 『 特

許 審 査 指 南 改 正 草 案 （ 再 意 見 募 集 稿 ） 』 （ 以 下 、

「 再 意 見 募 集 稿 」 と 略 称 ） 及 び そ の 説 明 を 公 布

し 、社 会 各界 の 意 見を募 集し た 。『 工 業 意 匠の

国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 』 （ 『 ハ ー グ 協

定 』 ） が 20 22 年 5 月 5 日 に 中 国 で 正 式 に 発 効 し

合 、 国際 手続 に お け る後 続 の その他 の 書類 は、

国 際 事務局に直接提出しなければならない。

注 ： 外 国 出 願 人 の 場 合 、 そ の 国 際 手 続 に お け る 登 録 プ

ロ セ ス は 、 ハ ー グ 協 定 が 中 国 で 発 効 す る 前 と 比 べ て 明

ら か な 変 化 は な い が 、 中 国 を 指 定 す る ハ ー グ 出 願 の 国

内 手 続 は 全 く 新 し い も の で あ り 、 具 体 的 に は 次 章 を 参 照

す る 中 国 の 出 願 人 の 場 合 グ シ テ ム は そ の
た。『ハーグ協定』と中国国内出願は業務ルー

ル に 一 定 の 違 い が あ る 。 こ の た め 、 協 定 の 発

効 ・ 実 施 に 伴 う 新 た な 変 化 に 積 極 的 に 対 応 す

る た め 、 国 家 知 識 産 権 局 は 、 『 ハ ー グ 協 定 』 及

びその共同実施細則、行政規程の関連規定を

真 剣 に 検 討 し た 上 、 「 再 意 見 募 集 稿 」 に 「 意 匠

の 国 際 出 願 に 関 す る 第 六 部 分 を 新 た に 追 加

す る 。 中 国 の 出 願 人 の 場 合 、 ハ ー グ シ ス テ ム は 、 そ の

外 国 へ の 意 匠 登 録 に 全 く 新 し い ル ー ト を 提 供 し て お り 、

詳 細 な 規 定 は 以 下 を 参 照 す る 。

ル ー ト 2 に つ い て 、 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 が

次 の 条 件 に 合 致 す る 場 合 、 特 許 庁 は 国 際 事

務局に転送する。

の 国 際 出 願 」 に 関 す る 第 六 部 分 を 新 た に 追 加

し 、 こ れ に は 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 の 事 務 処 理

に 加 え て 、 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 の 審 査 も 含 ま

れている。

簡 単 に 言 え ば 、 新 た に 追 加 さ れ た 第 六 部 分

は、国際 出願の提出から権利取得後の管理ま

で の 全 過 程 を 含 ん で お り グ 協 定 の 国 内

（ 1）少なくとも出願 人 の1 人が 中国に常居 所又

は営業所を有している。

（2）少なく とも出願人の1人が出願人の締約国

として中国を選択している。

（ 3 ） 英 語 を 使 用 し て 意 匠 の 国 際 出 願 書 類 を 作

成している。
で の 全 過 程 を 含 ん で お り 、 ハ ー グ 協 定 の 国 内

での適用及び関連手続 の連携にシステム的な

参 考 を 提 供 し て い る 。 以 下 、 、 新 た に 追 加 さ れ

た 第 六 部 分 の 具 体 的 な 規 定 に つ い て 詳 し く 説

明する。

第 一 章 意 匠 の 国際登録出願の事務処理

成している。

（ 4 ） ハ ー グ 協 定 で 規 定 さ れ た 公 式 様 式 を 使 用

している。

（ 5 ） 出 願 に は 、 意 匠 の 図 面 又 は 写 真 が 含 ま れ

ている。

（6） 中国 大陸 の中 国語連 絡先 情報を含 んで い

「 再 意 見 募 集 稿 」 で は 、 意 匠 の 国 際 登 録 出 願

を提出するルートを2種類規定している。

1 .意匠の国際登録出願は、国際事務局に直

12
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る。

（ 7 ） 出 願 書 類 は 法 律 、 公 序 良 俗 に 違 反 し た り 、

又は公共利益を妨害する情報を含んではなら
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ない。

意 匠の国際登 録出願が中 国を指定 する場合、

出 願 人 は 意 匠 の 国 際 出 願 の 中 国 語 訳 文 を 提

出することができる。

意 匠 の 国 際 登 録 出 願 が 転 送 条 件 を 満 た し て

行わなければならない。

意 匠 の 国 際 出 願 に つ い て 保 護 を 与 え る と 決

定 し た 後 、 特 許 庁 は 公 告 を 行 い 、 公 告 の 内 容

に は 、 特 許 権 の 書 誌 的 事 項 及 び 1 枚 の 図 面 又

は 写 真 が 含 ま れ る 。 書 誌 的 事 項 に は 主 に 、 分

類 番 号 特 許 番 号 国 際 登 録 番 号 授 権 公 告
いる場合、転送手続は次の通りとする。

（ 1 ） 出 願 人 に 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 の 転 送 通

知 書 を 発 行 し 、 転 送 番 号 、 転 送 期 間 及 び 書 類

一覧を通知する。

（ 2 ） 国 際 事 務 局 に 意 匠 の 国 際 登 録 出 願 の 書

類及び受領日などのデータを転送する。

類 番 号 、 特 許 番 号 、 国 際 登 録 番 号 、 授 権 公 告

番 号 （ 出 版 番 号 ） 、 出 願 日 、 授 権 公 告 日 、 優 先

権 事 項 、 特 許 権 者 事 項 、 当 該 意 匠 を 使 用 す る

製 品 の 名 称 な ど が 含 ま れ る 。 公 告 の 書 誌 的 事

項 の 内 容 は 国 際 登 録 公 布 文 書 に 既 に 記 載 さ

れ て い る 場 合 、 そ れ と 一 致 す る も の と す る 。 当

該 意 匠 の 特 許 権 は 公 告 日 か ら 中 国 で 発 効 す類及び受領日などのデ タを転送する。

特 許 庁 を 通 じ て 国 際 事 務 局 に 提 出 さ れ た 意

匠の 国際登録出願は、特許庁が受領した日か

ら 1 ヶ 月 以 内 に 国 際 事 務 局 が 受 領 し た 場 合 、

特 許 庁 の 受 領 日 を 国 際 事 務 局 の 受 領 日 と み

な し 、 そ う で な い 場 合 、 国 際 事 務 局 が 実 際 に

受領した日を受領日とする。

該 意 匠 特 許 権 は 公 告 ら 中 国 発 効 す

る 。 特 許 庁 の 公 告 後 、 意 匠 の 国 際 出 願 の 出 願

人 は 、 中 国 で 保 護 さ れ て い る こ と の 証 明 と し て 、

特 許 庁 に 意 匠 の 国 際 出 願 の 特 許 登 記 簿 副 本

の 発 行 を 請 求 す る こ と が で き る 。 意 匠 特 許 の

単行本の内容には、フロントページ 、図面又は

写 真 及 び 簡 単 な 説 明 が 含 ま れ る 。 そ の 中 で 、
受領した日を受領日とする。

ハ ー グ 協 定 に 基 づ い て 既 に 国 際登 録 日 が 確

定 さ れ 、 か つ 中 国 を 指 定 し て い る 意 匠 の 国 際

出 願 は 、 特 許 庁 に 提 出 さ れ た 意 匠 特 許 出 願 と

見 な さ れ 、 当 該 国 際 登 録 日 は 特 許 法 第 28 条

に記載の出 願日と見なされる。

国 際 事 務 局 が 意 匠 の 国 際 出 願 を 公 布 し た 後

図 面 又 は 写 真 、 簡 単 な 説 明 は 、 国 際 事 務 局 が

公 布 し た 保 護 認 容 声 明 に よ り 確 定 さ れ た 文 書

の形式で提供する。

意 匠 の 国 際 出 願 の 出 願 人 （ 又 は 特 許 権 者 ）

の 権 利 変更、 名 称及 び ／ 又 は 住所の 変 更、 国

際事務局における代理 事項の変更があった場

合 事 者 際事務 連 続を わな国 際 事 務 局 が 意 匠 の 国 際 出 願 を 公 布 し た 後 、

特 許 庁 は 、 国 際 事 務 局 か ら 転 送 さ れ た 意 匠 の

国 際 出 願 に 国 内 出 願 番 号 を 付 与 し 、 後 続 の 審

査を行う。

国 際 事 務 局 が 意 匠 の 国 際 出 願 を 公 布 し た 後 、

意 匠 の 国 際 出 願 の 当 事 者 は 特 許 庁 に 関 連 手

続 を 行 う 際 に 中 国 語 を 用 い て 規 定 に 合 致 す

合、当事 者は国際事務局に関連手続を行わな

ければならない。

意匠の国際出願の出願人（又は特許権者）

の権利が変更された場合、当事者は国際事務

局に関連手続を行うほか、特許法実施細則の

規定に従って特許庁に証明書類を提出しなけ

ればならず 証明書類は本指南の第 部第続 を 行 う 際 に 、 中 国 語 を 用 い て 規 定 に 合 致 す

る 関 連 書 類 を 提 出 し 、 国 内 出 願 番 号 を 明 記 し 、

特許法第18条の規定に基づいて委任手続を
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ればならず、証明書類は本指南の第1 部第1

章第6 . 7 . 2 . 2 節及び第6 . 7 . 2 . 6節の規定に適用

し、証明書類が外国語である場合、同時に書
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誌 の 中 国 語 訳 文 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

証 明 書 類 が 提 出 さ れ て い な い 場 合 、 又 は 証 明

書類の提出が不合格である場合、特許庁は当

該 権 利 の 変 更 が 中 国 に お い て 効 力 を 有 し て い

な い 旨 を 国 際 事 務 局 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い。

こ と に 関 す る 審 査 （ 特 許 法 第 23 条 第 1 項 、 第 2

項 ） 、 及 び 補 正 が 範 囲 を 超 え て い る 否 か に 関

す る 審 査 （ 特 許 法 第 33 条 ） 、 特 許 法 実 施 細 則

第 142 条 の 規 定 に 関 す る 審 査 が 含 ま れ る も の 。

（ 2 ） そ の 他 の 書 類 及 び 関 連 手 続 の 審 査 で

あ て 意 匠 の 国 際 出 願 に 関 連 す る そ の 他 の
い。

意 匠 特 許 権 の 期 間 は 、 出 願 日 か ら 起 算 し て

15年とする。意匠の国際出願が特許庁の授権

公 告 後、 特許 権 者が ハー グ 協定 の規 定に 従っ

て存 続 期 間 の 更 新 手 続を 行 わな い場 合 、 特 許

権 は 中 国 で の 出 願 日 か ら 5 年 又 は 10 年 満 了 し

た 日 から終了する。

あ っ て 、 意 匠 の 国 際 出 願 に 関 連 す る そ の 他 の

書 類 及 び 関 連 手 続 が 特 許 法 第 18 条 、 第 24 条

及 び 特 許 法 実 施 細 則 第 3 条 第 1 項 、 第 1 8 条 、

第 33 条 第 4 項 、 第 34 条 第 3 項 、 第 139 条 、 第

1 40 条 、 第 14 1 条 の 規 定 に 合 致 す る か 否 か に

関する審査が含まれるもの。

注 出 願 人 は 今 回 の 改 正 で は 初 め て 進 歩 性 基 準 が 意
た ら終了する。

第 二 章 意 匠 の 国際出願の審査

意 匠 の 国 際 出 願 の 審 査 と は 、 出 願 人 が 工 業

意 匠 の国 際登 録に 関 する ハ ーグ 協定 の ジュ ネ

ー ブ 改 正 協定 （ 以下 、ハー グ 協定） に基 づ いて

提 出 し 、 か つ 中 国 を 指 定 す る 意 匠 の 国 際 登 録

出 願 に 対 し て 特 許 庁 が 特 許 法 及 び そ の 実 施

注 ： 出 願 人 は 、 今 回 の 改 正 で は 初 め て 進 歩 性 基 準 が 意

匠 の 国 際 出 願 の 審 査 範 囲 内 に 導 入 さ れ た こ と に 特 に 注

意 し な け れ ば な ら な い 。 中 国 の 『 特 許 法 』 に よ れ ば 、 意

匠 は 従 来 設 計 又 は 従 来 設 計 の 特 徴 の 組 み 合 わ せ と 比

べ て 、 明 ら か な 相 違 を 有 し な け れ ば な ら な い こ と が 要 求

さ れ て い る 。 す な わ ち 、 複 数 の 従 来 設 計 を 用 い て 意 匠 出

願 の 進 歩 性 を 評 価 す る こ と が 認 め ら れ て お り 、 こ れ は 特
出 願 に 対 し て 、 特 許 庁 が 特 許 法 及 び そ の 実 施

細則の規定に基づいて審査を行うことである。

特 許 法 実 施 細 則 第 14 3 条 の 規 定 に よ る と 、 意

匠 の 国 際 出 願 が 特 許 庁 の 審 査 を 経 た 後 に 拒

絶 理 由 が 見 つ か ら な い 場 合 、 特 許 庁 は 保 護 を

容 認 す る と 決 定 し 、 そ の 旨 を 国 際 事 務 局 に 通

知する。

に 欧 州 地 域 の 関 連 規 定 と 異 な る 。

意 匠 の 国 際 出 願 を 審 査 し た 結 果 、 拒 絶 理 由

が 見 つ か ら な い 場 合 、 審 査 官 は 国 際 事 務 局 に

保 護 認 容 声 明 を 出 さ な け れ ば な ら な い 。 保 護

が 容 認 さ れ る 意 匠 の 国 際 出 願 に は、 国 際 事 務

局 に 拒 絶 通 知 を 出 す こ と な く 権 利 付 与 の 条 件

本 章 に 係 る 意 匠 の 国 際 出 願 に 対す る 特 許 庁

の審査範囲は、次の通りである。

（ 1 ） 明 ら か な 実 質 的 欠 陥 に 関 す る 審 査 で あ っ

て 、 意 匠 の 国 際 出 願 に 意 匠 特 許 権 を 付 与 し な

い 状 況 が 存 在 す る か 否 か （ 特 許 法 第 5 条 第 1

項 特許 法第 25 条 第1 項 第 （ 6 ） 号 特 許法 第2

を 満 た す 国 際 出 願 、 及 び 拒 絶 通 知 に 回 答 し た

後 に 権 利 付 与 の 条 件 を 満 た す 国 際 出 願 が 含

まれる。

意 匠の 国際 出 願に 明ら かな 実 質的 欠 陥が存

在 す る 場 合 、 審 査 官 は 国 際 事 務 局 に 拒 絶 通

知 を 出 さ な け れ ば な ら な い 。 拒 絶 通 知 に は 、
項 、 特許 法第 25 条 第1 項 第 （ 6 ） 号、 特 許法 第2

条 第 4 項 ） 、 単 一 性 審 査 （ 特 許 法 第 31 条 第 2

項 ） 、 同 様 の 発 明 創 造 に 関 す る 審 査 （ 特 許 法

第9条）、明らかに新規性及び進歩性がない
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拒 絶 の 根 拠 と な る 全 て の 理 由 及 び 引 用 さ れ た

法 律 条 項 が 含 ま れ な け れ ば な ら な い 。 拒 絶 理

由が特許法第23条第1項、第2項又は特許法
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第 9 条 の 規 定 に 関 わ る 場 合 、 当 該 意 匠 の 国 際

出 願 に 関 連 す る 従 来 設 計 又 は 国 内 の 同 様 の

意 匠 出 願 又 は 意 匠 の 関 連 情 報 も 含 ま な け れ

ばならない。

注 ： こ こ で の 拒 絶 通 知 は 終 的 な 拒 絶 査 定 で は な く 、

「 第 審 査 意 書 解 す が

を 発 行 し な け れ ば な ら ず 、 当 該 欠 陥 が 補 正 に

よ っ て 解 消 で き な い 明 ら か な 実 質 的 欠 陥 で あ

る場 合、審査 官は 出願人に審 査 意見 通知 書を

発行しなければならない。

注 ： 出 願 人 が 国 家 知 識 産 権 局 の 拒 絶 通 知 に つ い て 回 答

後 後 続 連 続 全 す 階「 第 1 回 審 査 意 見 通 知 書 」 と 理 解 す る こ と が で き 、 出 願 人

は 通 知 書 で 指 定 さ れ た 期 限 内 に 当 該 拒 絶 通 知 に 対 し て

回 答 し な け れ ば な ら な い 。 回 答 意 見 は 中 国 語 形 式 で 国

家 知 識 産 権 局 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 外 国 出 願 人

の 場 合 、 回 答 を 行 う 際 に 、 特 許 法 第 1 8 条 の 規 定 に 合 致

す る 特 許 代 理 機 構 に 委 任 し 、 関 連 委 任 手 続 を 行 う 必 要

が あ る 。

し た 後 、 後 続 の 関 連 手 続 は 全 て 対 応 す る 国 内 段 階 に 移

行 し 、 国 際 事 務 局 は 審 査 手 続 に 関 与 し な く な る 。

出 願 人 が 拒 絶 通 知 又 は 審 査 意 見 通 知 書 に

対 し て 提 出 し た 回 答 書 類 が 通 知 書 で 指 摘 さ れ

た 明 ら か な 実 質 的 欠 陥 を 解 消 で き な い 場 合 、

審査官は拒絶査定を下すことができる。
あ る 。

出 願 人 は 拒 絶 通 知 を 受 領 し た 後 、 指 定 さ れ

た 期 限 内 に 特 許 法 第 1 8 条 の 規 定 に 基 づ い て

委 任 手 続 を 行 い 、 回 答 し な け れ ば な ら な い 。

意匠の国際出願については、出願人が拒絶通

知 に 回 答 す る 期 間 は 4 ヶ 月 と す る 。 特 許 法 実

施 細 則 第 3 条 第 1 項 の 規 定 に よ る と 、 出 願 人は

意 匠 の 国 際 出 願 の 出 願 人 が 拒 絶 通 知 に 回

答 す る 場 合 、 又 は そ の 他 の 特 許 事 務 を 行 う 場

合 、 特 許 法 第 18 条 第 1 項 、 特 許 法 実 施 細 則 第

18条の関連規定に合致しなければならない。

出 願 人 が意 匠 の 国 際出 願を 提 出す る 際 に 既

に 中 国 の 特 許 法 第 18 条 の 規 定 に 合 致 す る 特

回 答 す る際に中 国語を用 いて 意見陳 述書を提

出 し 、 又 は 出 願 書 類 を 補 正 し な け れ ば な ら な

い 。 補 正 書 類 が 簡 単 な 説 明 、 製 品 名 称 及 び 図

面 の 説 明 な ど の 文 書 に 関 わ る 場 合 、 関 連 書 類

の英語の訳文も提出しなければならない。

注 ： 今 回 の 改 正 で は 、 拒 絶 通 知 の 受 領 を 延 期 す る こ と

許 代 理 機 構 に 委 任 し て い る 場 合 、 特 許 庁 に 特

許 事 務 を 行 う 際 に 、 本 指 南 の 第 1 部 第 1 章 第

6 . 1 . 2 節 の 規 定 に 基 づ い て 委 任 手 続 を 行 う 必

要がある。

注 ： 1 . 出 願 人 が ハ ー グ 出 願 時 に 特 許 法 第 1 8 条 の 規 定 に

合 致 す る 特 許 代 理 機 構 に 委 任 し て い た と し て も 、 国 内 手

は 規 定 さ れ て い な い 。 ま た 、 拒 絶 通 知 に 回 答 す る 期 間

の 起 算 日 も 明 確 に さ れ て お ら ず 、 登 録 者 が 国 際 事 務 局

か ら 拒 絶 通 知 を 受 け 取 っ た 日 か ら 起 算 す れ ば 出 願 人 に

と っ て 有 利 で あ り 、 特 許 庁 が 拒 絶 通 知 を 出 し た 日 か ら 起

算 す れ ば 出 願 人 に と っ て 不 利 と な り 、 両 者 の 時 間 差 は

概 ね 1 5 日 で あ る 。

続 に お い て 改 め て 委 任 手 続 を 行 う 必 要 が あ る 。 2 . 委 任

状 の 形 式 に つ い て は 、 現 時 点 で は 、 包 括 委 任 状 の 番 号

を 記 入 す る 場 所 が な い た め 、 当 面 は 個 別 委 任 状 の み を

提 出 す る こ と と す る 。

復審及び無効宣告請求の審査手続において、

意 匠 の 国際出 願について、 中国 メ イ ンラ ンド に

回 答 書 類 に 新 た な 欠 陥 が 現 れ た 場 合 、 当 該

欠 陥 が 補 正 に よ っ て 解 消 で き る 場 合 、 審 査 官

は全面的な審査を行い、出願人に補正通知書
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住 所 を 持 た な い 当 事 者 へ の 書 類 送 達 に 関 わ

る場合、郵送、ファックス、電子メール、公告な

どの送達方式を採用することができる。公告を
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採用して送達する場合、公告日から1 ヶ月 が経

過した場合、既に送達されたものと見なす。

注 ： 『 ハ ー グ の ユ ー ザ ー マ ニ ュ ア ル 』 に よ る と 、 国 家 知 識

産 権 局 が 国 際 事 務 局 に 保 護 認 容 声 明 を 直 接 出 す と 、 書

類 を 送 達 す る と こ ろ か 、 中 国 大 陸 部 に 住 所 を 持 た な い

特 権 者 連 絡 を す な 能 性 が あ

特 許 無 効 、 特 許 侵 害 分 析 、 特 許 有 効 性 分 析 、 検 索 や コ

ン サ ル テ ィ ン グ な ど を 担 当 し て い る 。

特 許 権 者 と 連 絡 を 取 る こ と す ら で き な い 可 能 性 が あ る の

で 、 今 回 の 補 正 に お い て 、 外 国 主 体 に つ い て 、 通 常 の

特 許 と は 異 な る 、 よ り 多 様 で 実 行 可 能 な 送 達 方 式 を 規

定 す る こ と を 明 確 に す る 。

上 記 よ り 、 今 回 の 『 特 許 審 査 指 南 改 正 草 案 』

は 、 意 匠 の 国 際 出 願 の 事 務 処 理 及 び 審 査 手

続 に つ い て 初 め て 具 体 的 に 規 定 し ハ グ シ続 に つ い て 初 め て 具 体 的 に 規 定 し 、 ハ ー グ シ

ス テ ム の 要 求 を 満 た す た め に 、 多 く の デ ィ テ ー

ル 及 び 手 続 き が 現 行 の 意 匠 出 願 の 審 査 手 続

と 異 な っ て い る 。 我 々 は 『 特 許 審 査 指 南 改 正

草 案 』 に つ い て の 補 正 の 後 の 進 展 を 継 続 的 に

追跡し、中国国内及び国外のイノベーション主

体 と 関 連 情 報 を 随 時 共 有 す る 。 国 家 知 識 産 権

局 の 公 告 に よ る と 、 関 係 機 関 及 び 各 界 の 関 係

者 は 20 22 年 12 月 15 日 ま で に 、 再 意 見 募 集 の

内 容 の 改 正 ・ 完 備 に つ い て 具 体 的 な 意 見 を 提

出 す る こ と が で き る 。 ご 質 問 や 具 体 的 な ご 意

見 が ご ざ い ま し たら、 お気 軽に お 問い 合 わ せく

ださい。

著 者 紹 介 ：

許 峰 氏 は 2 0 0 6 年 に 華 中 科 技 大 学 の 熱 エ ネ ル ギ ー と

動 力 工 学 専 攻 を 卒 業 し 、 工 学 学 士 の 学 位 を 取 得 し 、

2 0 0 8 年 に 華 中 科 学 技 術 大 学 の 動 力 机 械 と 工 学 専 攻 を

卒 業 し 、 工 学 修 士 の 学 位 を 取 得 し 、 2 0 0 8 ～ 2 0 1 5 年 に 国

家 知 識 産 権 局 特 許 審 査 協 力 セ ン タ ー で 特 許 審 査 官 を 務

め て い た 。 許 峰 氏 は 2 0 1 7 年 か ら 北 京 パ ナ ウ ェ ル 特 許 事

務 所 に 加 入 し 、 主 に 機 械 分 野 の 特 許 出 願 書 類 の 作 成 、

審 査 意 見 通 知 書 へ の 回 答 な ど の 中 間 手 続 、 拒 絶 復 審 、
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商 標 冒 認 出 願 後 に 原 権 利
者 へ の 譲 渡 は 悪 意 の あ る
投 機 の 判 断 に 影 響 を 及 ぼ
す か 否 か ？

る 「 そ の 他 の 不 正 な 手 段 で 登 録 を 得 た 場 合 」

に 該 当 す る 。 故 に 、 異 議 申 立 商 標 は 無 効 と 宣

告された。

原告と第三者は、2019年12月10日に、国家

知 識 産 権 局 に 商 標 権 移 転 登 録 申 請 書 を 共 同

で 提 出 し 国 家 知 識 産 権 局 は 2 01 9 年 1 2 月

事 例 の内容概要

原 告 の 某 貿 易 商 社 は 第 2 551 5429 号 の

「 Mav i r e t 」 商 標 （ 異 議 申 立 商 標 と 略 称 す る ）

の 登 録 を 許 可 さ れ 、 そ の 後 、 第 三 者 の 某 会 社

は 被 告 の 国 家 知 識 産 権 局 に 異 議 申 立 商 標 の

無効宣告請求を提出した

で 提 出 し 、 国 家 知 識 産 権 局 は 、 2 01 9 年 1 2 月

2 4 日 に 、 『 商 標 権 移 転 登 録 申 請 書 受 付 通 知

書』を発行した。20 20 年3 月1 3日に、異議申立

商標の譲渡が公告された。

北 京 知 識 産 権 法 院 は 判 決 を 下 し 、 原 告 の 訴

訟上の請求を却下した。

無効宣告請求を提出した。

国 家 知 識 産 権 局 は 、 2 019 年 12 月 10 日 に 、

原 告 が 複数種 類 の 商品及 びサ ービスに関して

五 十 余 り の 商 標 を 登 録 し 、 そ の う ち

「 g r a b o p l a s t 」 、 「 j o o n 」 、 「 Amt r u s t 」 、 「 翻

閲 」 、 「 Sky t a p 」 、 「 he r b o l 」 な ど 、 他 人 の 先 の

商 号 及 び 標 識 と 同 様 又 は 類 似 の 商 標 が 含 ま

法 的 分析

本 院 は 、 異 議 申 立 商 標 の 登 録 出 願 が 、 『 中

華 人 民 共 和 国 商 標 法 』 第 44 条 第 1 項 に 指 さ れ

て い る 「 そ の 他 の 不 正 な 手 段 で 登 録 を 得 た 場

合 」 に 合 致 す る か 否 か に 、 本 件 の 争 点 が あ る

と 考 え ら れ て い る 。 当 該 条 項 は 公 共 利 益 と 商
商 号 及 び 標 識 と 同 様 又 は 類 似 の 商 標 が 含 ま

れると認定した。

異 議 申 立 商 標 の 「 Mav i r e t 」 は 、 第 三 者 の 先

の 「 MAV IR ET 」 商 標 と 同 様 で あ る が 、 原 告 は

こ の 異 議 申 立 商 標 を 独 自 で 創 作 し た 証 拠 を 提

出 し て い な か っ た 。 原 告 は 貿 易 商 社 と し て 、 関

連業 界内の商号又は標識について知るべきで

標 登 録 秩 序 、 管 理 秩 序 に 関 わ り 、 使 用 目 的 で

な い 投機的商 標登 録による金 儲 け行 為を防止

するものである。

本 件 の 証 拠 か ら 分 か る よ う に 、 原 告 が 複 数

種 類 の 商 品 に 関 し て 五 十 余 り の 商 標 を 登 録 し

た こ と は 事 実 で あ り 、 こ れ に つ い て 各 当 事 者
連業 界内の商号又は標識について知るべきで

あ り 、 上 記 登 録 出 願 の 行 為 は 既 に 正 常 な 生 産

経 営 の 必 要 以 上 で あ り 、 他 人 の 先 の 商 標 、 商

号 を 複 製 、 剽 窃 及 び 模 倣 す る 意 図 を 明 ら か に

有 し 、 こ の よ う な 行 為 は 関 連 公 衆 の 商 品 由 来

へ の 誤 認 を 引 き 起 こ す だ け で な く 、 さ ら に 正 常

な 商 標 登 録 管 理 秩 序 を乱 し 、 市 場 の 公 平 競 争

は 異 議 が な い 。 ま た 、 異 議 申 立 商 標 は 、 第 三

者 の 先 の 「 MAV IRET 」 商 標 と 同 様 で あ り 、 原

告 も こ の 異 議 申 立 商 標 を 独 自 で 創 作 し た 証 拠

を 提 出 し て お ら ず 、 そ の 行 為 は 正 当 と 言 わ れ

ない。

異 議 申 立 商 標 が 既 に 第 三 者 に 譲 渡 さ れ た が 、

秩序を損なうとされている。

そ の 故 、 異 議 申 立 商 標 の 登 録 は 『 中 華 人 民

共和国商標法』第44条第1項に規定されてい

異 議 申 立 商 標 の 悪 意 の あ る 登 録 を 変 え る こ と

は で き な い 。 こ れ に よ り 、 本 件 の 原 告 は 、 正 常

な 商 標 登 録 管 理 秩 序 を乱 し 、 市 場 の 公 平 競 争

秩序を損ない、信義誠実の原則に違反してい
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る と 認 め ら れ る 。 異 議 申 立 商 標 の 登 録 は 『 中

華 人 民 共 和 国 商 標 法 』 第 44 条 第 1 項 に 指 さ れ

て い る 「 欺 瞞 的 な 手 段 若 し く は そ の 他 の 不 正

な 手 段 で 登 録 を 得 た 場 合 」 に 該 当 す る 。 そ の

故 、 原 告 の 請 求 に 対 し 、 本 院 は 認 め な い 。 異

議 申 立 商 標 は 、 起 訴 決 定 が 下 さ れ た 際 に 、 移

転 登 録申 請書を 既に提出さ れて いるとしても、

起 訴 決 定 の 認 定 に も 、 本 件 の 審 決 に も 影 響 を

及ぼさない。

裁 判 官に よる解説

使 用必 要以 上 の投 機的 棚 上げ 、販 売 又は 譲

渡 を 目 的 と す る 商 標 の 登 録 は 、 商 標 登 録 の 秩

序 に 衝 撃 を 与 え る だ け で な く 、 さ ら に 正 当 な 登

録 を 必要とす る 市 場 主 体 の 法 的な 商 標 登 録に

影 響を及ぼし、 その 商標 登録 の コス トを増加さ

せ 、 不 特 定 の 多 数 の 商 標 出 願 人 の 利 益 を 損

な う こ と と な る 。 他 人 が 先 に 使 用 し た 権 利 標 識 、

有 名な 人物名 な どと 同様 又 は類 似の 標 識を大

量 、 悪 意を持 って 申 請す る と 、商標 異 議、 商標

争 議 な い し 行 政 訴 訟 を 引 き 起 こ す 可 能 性 が 高

く 、貴 重な 行政 資 源と 司法 資 源を無駄 にし、 深

刻 な 社 会 資 源 の 浪 費 を 引 き 起 こ し 社 会 の 公刻 な 社 会 資 源 の 浪 費 を 引 き 起 こ し 、 社 会 の 公

共 利 益 を 損 な う こ と と な る 。 悪 意 の あ る 商 標 出

願 人 が 他 人 に 商 標 を 譲 渡 す る と し て も 、 悪 意

の あ る 商 標 申 請 行 為 を 正 当 化 す る こ と は で き

ない。

情 報 源 ： 北 京 知 識 産 権 法 院
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登 録 商 標 の 標 章 の 選 択 ポ
リ シ ー

中 国 で は 、 登 録 商 標 は 単 一 要 素 で 構 成 さ れ

て も よく 、 中国 語 、 英 語、 図 形な ど ､ 多 く の 要素

を 組 み 合 わ せ て 構 成 さ れ て も よ い が 、 単 一 要

る と、結 合商 標 は単 一要 素 商標 より も リ ス クが

大 き い 。 商 標 権 者 が 実 際 に 使 用 す る 商 標 は 登

録 さ れ て い る 商 標 に 一 致 す べ き で あ り 、 結 合

商 標 の 構 成 要 素 の 変 化 に よ り 結 合 商 標 の 顕

著 な 特 徴 が 変 化 し た 場 合 は 、 連 続 3 年 不 使 用

取 消の商標権 の例において 、 出願人が 実際に
素 商 標 及 び 結 合 商 標 は ､ 登 録 の 成 功 確 率 、 コ

ス ト 、 使 用 上 の 柔 軟 性 、 3 年 不 使 用 取 消 の リ ス

ク及び権利侵害の防止などの点の いずれにお

い て も 、 わ ず か に 異 な り 、 出 願 人 は 自 身 の

ニーズに応じて選択すべきである。

登 録 の 成 功 確 率 か ら 見 る と 、 単 一 要 素 商 標

取 消の商標権 の例において 、 出願人が 実際に

使 用 し て い る 商 標 に つ い て 提 供 し た 使 用 証 拠

を 登 録 商 標 の 使 用 と 見 な し て は な ら ず 、 登 録

商標が取り消しになっている。

商 標 権 保護 の観 点から 見ると、結合 商標 は

単 一 要 素 商 標 よ り も 役 に 立 つ 。 結 合 商 標 は 全

体 的 に 識 別 性 が 高 く 、 被 疑 侵 害 標 識 の 各 構 成
は 結 合 商 標 よ り も 成 功 確 率 が 大 き い 。 審 査 の

実 践 に よ れ ば 、 審 査 官 は 結 合 商 標 と 先 行 商 標

が 全 体 的 に 類 似 し て い る か 否 か を 考 慮 す る だ

けでなく、さらに結合商標における各要素が先

行 商 標 に 類 似 し て い る か 否 か を そ れ ぞ れ 判 断

する。したが って、結合商標は、構成要素が多

ければ多いほど 拒絶されるリスクが高い

体 的 識 別 性 高 く 、 被 疑 侵 害 標 識 各 構 成

要 素 の 構 図 、 色 彩 及 び 配 列 ・ 結 合 の 方 式 が 結

合 商 標 に 類 似 す る た め ､ 消 費 者 の 混 同 と 誤 認

を 引 き 起 こ す 可 能 性 が あ る 場 合 に 、 結 合 商 標

は 権 利 侵害の 防 止 の ため の 権 利基礎 と す る こ

とができる。

要 す る に 、 ど の よ う に 商 標 の 標 識 を 選 択 すければ多いほど、拒絶されるリスクが高い。

登 録の コス トから見ると、結合商標は 単一要

素 商 標 よ り も コ ス ト が 低 い 。 結 合 商 標 は 出 願

人 の 使 用 し よ う と す る 全 て の 要 素 を 含 み 、 出

願 か ら 登 録 後 に 発 生 す る 可 能 性 が あ る 変 更 、

存 続 期 間 の 更 新 及 び 譲 渡 な ど の 手 続 き の 費

用はいずれも1 件当たりの費用で計算される

る か は 極 め て 重 要 な こ と で あ り 、 出 願 人 が 商

標 登 録 を 順 調 に 取 得 し 、 広 い 保 護 範 囲 を 取 得

することに重要な役割を果たす。

用はいずれも1 件当たりの費用で計算される。

使 用 上 の 柔 軟 性 か ら 見 る と 、 単 一 要 素 商 標

は 結 合 商 標 よ り も 柔 軟 性 が 高 い 。 結 合 商 標 は

登 録 後 に 登 録 さ れ て い る デ ザ イ ン に 従 っ て 使

用 し な け れ ば な ら ず 、 変 更 、 分 割 又 は 組 み 合

わ せ て 使 用 す る こ と が で き な い が 、 単 一 要 素

商 標 は 登 録 後 に 個 別 に 使 用 し て も よ い し 、 複商 標 は 登 録 後 に 個 別 に 使 用 し て も よ い し 、 複

数 の登録されて いる単一 要素商 標を組み合 わ

せて使用してもよい。

商標が3年不使用取消にされるリスクから見

19

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌




